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非正規・低賃金層の増加と非正規・低賃金層の増加と
最低賃金制の問題最低賃金制の問題

小 越  洋 之 助

第４章

　働く労働者が現在は生活難だと意識する場合、
長時間労働で多忙で、休暇が取れず、過労の回復
の困難や余裕時間のないこと、また、賃金が安す
ぎること、いまの賃金では生活できない、という
ことが多く回答されている１。これらは現代日本の
労働者が抱える困難であり、とりわけ恒常的低賃
金状態は低所得の主要要因であり、貧困に陥る可
能性が高い。非正規雇用の場合、これに雇用の不
安定化という要因が加わる。
　すでに指摘されているように、国税庁の統計に
よる年収 200 万円以下という「ワ－キングプア」は、
その数は 1000 万人を超え、2006 年から９年連続
で、2014 年には 1139 万人と、さらに増えている。
同時に、貯蓄のない世帯が 2014 年で 30.9％となっ
ている。
　この反面で、少数大企業、大資産家の富は増大し、
大企業の内部留保は約 300 兆円（2014 年度）に
膨れあがり、ソフトバンク、ユニクロ、楽天、な
ど IT 関連や海外展開で儲けた新興企業は続 「々億万
長者」となり、規制緩和で成りあがったオリック
ス宮内義雄会長の役員報酬は、東京商工リサーチ
調査によれば 54 億 7000 万円（うち退職慰労金
44 億 6900 万円）、宮内氏は 2015 年３月会長を辞
したが、しぶとく「シニアチェアマン」について
いる。このままいけば一方における少数の富裕層、
他方における大多数の貧困層というアメリカでい
われる「１％対 99％」の世界になりつつあるおそ
れがある。
　働く貧困層である「ワーキング・プア」は非正

規雇用が主体ではあるが、正規社員と言われてい
る層にも年収 200 万円以下、せいぜい 300 万円程
度の者がいる。女性が多いが、若者だけでなく中
年層、高年層もいる。このように現在では低賃金層、
低所得層が増大しているが、彼ら彼女らは賃金が
極端に低いため、過重労働を脱せずに、毎日の現
実の生活に追われ、生活の将来設計、将来展望を
持てない人々である。とくに若者・中年層非正規
は結婚や家族形成の見通しすらない。しかも、そ
れらの層が高齢化すれば、経済的自立の展望もみ
えず、孤独で生涯を終える「将来不安」も増して
いる。
　次代の労働力の再生産ができない層の増加は、
家族・子ども不在であり、人口減少・少子化の直
接要因であり、それ自体が日本社会の縮減、貧困
化を意味し、将来にとってプラスの面は何もない。
ところで、貧困は本人自身の貧困すなわち単身者
としての貧困とその家族・世帯の貧困が区別され
なければならない。本人の貧困と世帯の貧困が結
合するとき、サポートすべき主体は崩壊し、生存
の危機にすら陥る。
　本稿では、低賃金層の増加と貧困を問題意識と
して、第１に雇用の非正規化、雇用形態と低賃金
の関係を雇用形態の「半失業」の実数の検証など
の検討と併せて指摘する。同時に低賃金と世帯の
貧困とがどう関連しているのか、を検討する。第
２に、非正規雇用の貧困防止対策として、最低賃
金制の問題を焦点にして問題提起したい。
　

はじめにはじめに
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〈１〉 労働における貧困の象徴としての
「半失業」

　1990 年代後半から 2000 年代において労働市場
における非正規雇用化が進行した。これは労働市
場の需給関係の変化というより、この間財界や政
府が行ってきた新自由主義改革、規制緩和政策に
よって政策的に造りだした要因が大きい、と筆者
はみている。
　図表１は近年の雇用状況を雇用形態別、男女別
に示したものである。
　第１の特徴は、この統計では 2014 年で非正規
労働者（1962 万人）が全体の雇用労働者（役員を
除く）5240 万人に占める割合は 37.4％であるこ
とである。2010 年の 34％から 3.4 ポイントも増
加した。人員は約 200 万人増えた。非正規労働者
の比率は 4 割未満であるが、厚生労働省「就業形
態の多様化調査」（2014 年）では 10 月時点で非
正規比率は 40.0％となっている。また、「就業構造
基本調査」を加工した資料（図表３）では非正規
比率は 43.6％になっている。労働力構成において
非正規が 4 割、という状況は、従来の労働をめぐ
るテーマの変更を必然化させる。「日本的経営」や

「日本的雇用慣行」などのように、正規雇用を重視

する枠組みの転換や、この非正規層が抱える問題
を正面から直視すべきであるというアプローチが
必要不可欠になる。
　第２は、非正規で多数を占めるのは「パート・
アルバイト」であるが、その数は 2010 年の 1196
万人から 2014 年 1347 万人と 151 万人増えた。
2014 年で非正規全体 1962 万人に対して「パート・
アルバイト」は 1347 万人であるから、男女計では
68.65％で大きな割合を占め、実数でも増加傾向は
止まらない。また、男女別構成でみると女性の占
める比率が圧倒的で、2014 年で 1042 万人。女性
非正規の全体数（1332 万人）の実に 78.23％を占
めている。同時に留意したいのは、男性の「パート・
アルバイト」は 2010 年 259 万人から 2014 年に
304 万人と 45 万人も増えている。非正規問題のな
かで量的に最大な「パート・アルバイト」問題は
これまでも多くの議論があったが、改めてやはり
重要だという点である。
　第３は、契約社員・嘱託、派遣労働者の動向で
ある。
　契約社員・嘱託は男女計で 2010 年の 333 万人
から 2014 年の 411 万人と 78 万人も増えている。

（ここでは「契約社員」「嘱託」を同じとして数える）
男女別では男性については 2010 年の 181 万人か
ら 2014 年の 235 万人と、54 万人の増加である。

雇用形態の非正規化と低賃金層の増大雇用形態の非正規化と低賃金層の増大
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女性では 2010 年 152 万人から 2014 年 177 万人
と 25 万人増えた。契約社員は非正規ではあるが、
仕事では正規と共通性が強い。派遣労働者は 2014
年で男性 48 万人、女性 71 万人、合計 119 万人で
ある。この間の傾向は漸増であるが、統計によっ
てはより大きな数字もある。派遣は非正規でも例
外的に注目される傾向がある。それは、派遣が「間
接雇用」であり、労働者の地位・身分が特に不安
定で、しかも新自由主義の雇用政策に影響される。
日本の派遣法導入後の理念の変更や適用対象の変
動は著しい。現在（安倍内閣）の派遣労働の「常
用代替化」法案が国会通過するなかで、今後爆発
的な増加も起こりうる。

〈２〉 非正規雇用中の「半失業」層について

　伍賀一道氏は新自由主義の雇用政策における「半

失業」に着目している。それは「失業者」ないし
それに近い存在でありながら、現象的には「就業者」
であるような「中間形態」（半失業）あるいは「相
対的過剰人口中の就業者」と定義される２。
　働く労働者の貧困はとくに「半失業」として顕
在化している、と言ってよいであろう。伍賀氏は
2014 年のその数字を非正規雇用（1,962 万人×「正
社員に変わりたい」と回答した割合（26.4％）＝
518 万人と推計している（26.4％は厚労省「就業
形態の多様化に関する総合実態調査」2014 年の数
字）。
　図表２は連合非正規センター・連合総研が行っ
た非正規労働者の実態調査中、「正社員になりた
かったが職がなかった」（これを同調査では「不本
意非正規」と呼んでいる）の比率である。このデー
タを元に、図表１の 2014 年の『労働力調査』の雇
用形態別人員をかけあわせると、パート全体 293.5
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万 人（ 男 性 304 万 人 × 0.4 ＋ 女 性 1042 万 人 ×
0.165）、契約社員・嘱託 163.05 万人（男性 150
万人× 0.6 ＋女性 133 万人× 0.55）派遣 63.09 万
人（男性 48 万人× 0.578 ＋女性 71 万人× 0.498）
で、総計 519 万 6000 人である。
　偶然のことであるかも知れないが、伍賀氏の推
計とかなり近接した数字となった。
　非正規雇用において「半失業層」は 500 万人超
がいることは確実である。ただし、この数字は　
伍賀氏自らが評価するように「控えめな数字」で
ある。筆者の算出も「控えめ」の感が否めない。
とくに派遣労働者はこの「労働力調査」の数字は
控えめで、統計自体に漏れている層もいる、と思
われる（厚生労働省「労働者派遣事業報告書」（2013
年：平成 25 年度）。ではその総数約 252 万人（う
ち一般労働者派遣の登録者は 171 万 6220 人）、ま
た、「中高年派遣 34 万人の悲鳴」の実態の記事

（「AERA」2016 年 2 月 15 日号）のように、とく
に中高年層は契約社員、派遣等の雇用形態に拘わ
らず、年齢により正規への転職が事実上不可能な
層が主体である。また、近年は報道されていないが、

「ネットカフェ難民」などの実数は不明である。「日
雇い派遣」は原則禁止（2012 年派遣法の改定によ
る 60 歳未満年収 500 万円未満の禁止）となって
いるが、31 日以上の雇用契約を結べば違法でなく、
インターネットを開けば、建設などへの派遣や請
負の求人情報、「単発バイト」も横行している。
　日雇派遣が規制されても実態は何も変わってい
ないのではないか、との評価もある３。「スマホ」
による求職依頼者は近年増加しているが、統計上
の把握が困難であろう。同時に、統計上正規労働
者に括られても「ブラック企業」で働く層は就労
しても退職、転職希望と隣り合わせの労働者もい
るであろう。運輸、飲食サービスなどで年収の低
い労働者は、形は正規労働者でも、過重労働とと
もに賃金が低すぎれば転職を希望している労働者
になる。実体は「不本意非正規」とみることも不
可能ではない（「就業構造基本調査」2012 年では、

年収 150 万円未満の正規労働者は 155 万 4000 人
いた。200 万円未満に広げれば 328 万 100 人にも
なる）。
　それらを含めれば、大雑把な言い方であるが、
控え目にみても 700 万～ 800 万人は「不本意非正
規」として、新自由主義改革での「半失業」層に
括られる可能性がある。
　河添誠氏は、職場に定着している非正規労働者
は全体からみれば少数派で、「〈就労〉→〈失業〉→〈半
失業・半就労〉→〈失業〉→〈就労〉という回路
を複雑に組み合わせながら生活している。非正規
労働者の主流は安定して働き続けることが困難な

『漂流する労働者層』」とである、としている４。こ
の指摘を考慮すれば、筆者の推計も案外過大なも
のとは言えない。
　「半失業」は就業していても失業の不安を抱えつ
つ、当座の生活のために、低賃金や長時間・過重
労働を余儀なくされている人々である。安倍雇用
改革・新自由主義政策ではこれらの「窮迫労働」
を積極的に活用しているが、この半失業層は「雇用・
労働時間・賃金」という雇用条件全体での貧困の
典型例である。
　派遣や請負を行う「人材ビジネス業」は営利目
的で半失業者を増殖させ、利益をむさぼっている。
小泉内閣下で経済財政担当大臣などを歴任した竹
中平蔵氏は人材ビジネス大手「パソナ」の会長で
あり、規制改革会議を取り仕切った宮内義彦元会
長がいたオリックスの社外取締役である。竹中氏
は第２次安倍内閣の下でも、「産業競争力会議」の
委員となり、メディアにおいて「正社員は異常に
保護されている」「正社員が非正規を搾取している」
などと根拠のない発言で物議をかもしている。（「日
刊ゲンダイ」2015 年 1 月 10 日、同年１0 月 28 日）
これ一つみても、新自由主義者が雇用の不安定化
や低賃金労働などによる労働の貧困を増やす一方、
正規労働者への不当な攻撃を行っていることが分
かる。

非正規雇用の賃金水準非正規雇用の賃金水準

〈１〉 正規雇用・非正規雇用の賃金水準
　雇用の不安定化と同時に労働者が稼得する賃金
が、その水準において絶対的に低いこと、あるい
はリストラ・転職、雇用のブラック化によって賃
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金が大きく低下することは「労働による貧困」に
陥る最も大きな要因である。
　次の図表３は「就業構造基本調査」2012 年版と
1997 年版の統計を再整理、加工し、この 15 年間
の正規―非正規の雇用労働者数、その年収の変動
を見たものである。このデータには①「一般社員
又は正社員と呼ばれている者」には「雇用期間の
定めのある正規労働者」（最短「1 ケ月未満」契約
の「正社員」）を含み、雇用者総数には「役員」を
含むので、これを除外した、②年収 150 万円未満
の正規労働者は非正規労働者とみなして非正規労
働者にカウントした、③非正規の「年収 700 万円
以上層」を役員とみなして非正規労働者数から除
いた、など実態に合わせた修正を行っている。（同
表の（注）の定義を参照）以下、特徴を指摘する。
 
１） 正規・中間層の「下方分解」

　第１の特徴は、この 15 年間で正規労働者は
545.5 万人減少し、非正規労働者は逆に 754.8 万
人増加した。雇用全体における非正規労働者の比率
をみると、1997 年の 31％から 2012 年に 43.6％
に大きく変動している。非正規比率はこの 15 年間
に、実に 12.5％も上昇したことになる。
　第 2 の特徴として、正規労働者の減少（545.5
万人）をその年収別に分析すると、図表４のとお
りになる。すべての年収階層で減少しているが、
年収 400 万円以上、500 万～ 1000 万円未満の減
少が顕著である。500 万～ 699 万円未満は 98 万

4000 人の減少、700 万円～ 999 万円未満は 110
万 2000 人の減少である。「中間層」をどう定義
するかは議論があろうが、それを年収 500 万～
1000 万円未満とみれば、この間 208.5 万人が減少
した。より低くして 400 万～ 1000 万円未満とす
れば、約 285 万人となる。逆に年収 1000 万円～
1500 万円台が減少している。このデータでは「中
間層」の「二極化」ではない。上向移動などなく、
下方への増加である。「中間層の下方分解」という
表現が正確といえよう。厚生労働省は「分厚い中
間層の復活に向けた課題」という分厚い報告書を
出版したが（『平成 24 年版労働経済白書』）その掛
け声に反して、この 15 年間に正規労働者中の「中
間層」が「分厚く」減少し、下方にシフトしてい
るのである。
 
２） 非正規層の大勢は賃金が低下

　第３の特徴は、年収 300 万円未満層の非正規労
働者は 1997 年に 1434 万 9000 人、非正規全体
の 86.8％であったものが、2012 年には 2146 万
2000 人と 711 万 3000 人も増え、非正規全体の
89.1％になったことである。非正規のほとんどが
300 万円未満に括られる。また、いわゆる「ワー
キング・プア」層の指標とされる年収 200 万円
未満層を別途算出すると、2012 年では 1791 万
6000 人で非正規全体の 76.7％にもなる。より細
かく見れば、年収 100 万円未満は 913 万 2000 人、
37.9％もある。それぞれが 1997 年との比較で絶

（資料）『就業構造基本調査』1997 年、2012 年から作成。労働総研「労働者状態統計分析研究会資料」による
（注）１．「年齢、就業上の地位、雇用形態、男女、職業別有業者数」の表を利用。

２．「正規の職員・従業員」は同調査では「一般社員又は正社員と呼ばれている者」とされている。この中には「雇用期間の定めのある正規労働者」（最短「1ケ月未満」契約の「正
社員」を含む。また、雇用者総数には「役員」を含む。これを除外。

３．非正規労働者数は 1997 年データと 2012 年データは異なる。（1997 年データは「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」の 4類型。
2012 年調査は「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」に分類。両調査を統一するため、①非正規労働者については雇
用者総数から正規労働者を差し引いて算出②同時に年収 150 万円未満の正規労働者は非正規労働者とみなして非正規労働者にカウントした③非正規労働者（雇用者総
数－正規労働者）には「役員」が含まれているから、「年収 700 万円以上層」を役員とみなして非正規労働者数から除いた。

４.　2012 年調査は四捨五入して 1000 人単位にまとめたので、合計値が一致しない場合がある。
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対数が増加している。
　以上から正規雇用の減少、賃金減少とともに、
非正規を軸に低賃金の底辺層が「分厚く」堆積さ
れてきたことである。この間、一貫した「雇用の
劣化」と「賃金減少」が起こった、ということが
指摘できる。
　次の図表５は図表３のデータから非正規雇用の
みを取り出し、1997 年と比べた 2012 年の非正規
雇用の年収別人数の増減を図示したものである。
　第４の特徴は、全体の増加数（754 万 8000 人）中、
唯一減少したランクは 500 万～ 699 万円で、その
数は７万 6000 人である。ほかのランクではすべ
て増えているが、年収別人員を見ると年収 50 万円
未満（87.6 万人）、50 万～ 99 万円（105.8 万人）、
100 万～ 149 万円（197 万人）、150 ～ 199 万人

（132.6 万人）で、200 万～ 249 万円層も 134.6
万人と多い。総じて言えることは、この 15 年のス
パンにおいて非正規雇用はどの年収ランクにおい

てもその数は増加し
たことである。とく
に年収 200 万円未満
層の増加は顕著であ
り、全体の約７割に
相当する。
　このように、非正
規雇用の年収は 1997
年 対 比 で 2012 年 に
は、低賃金層がます
ます膨張していった。
この点では「日本で
は下位層の貧困化で
格差拡大」（小原美紀

「貧困の連鎖止められるか（上）若年失業者の支援
強化を」「日経」2015 年 12 月 28 日）と事実認識
において共通している。つまり、第２で指摘した「中
間層の下方分解」と合わせ、所得の下位層の膨張が、
貧困や格差の増加の原因になっているといえよう。
若年失業者だけでなく、半失業者の支援強化も重
要である。

〈２〉 世帯概念を導入した貧困化の実態

　所得による貧困は、家族単位・世帯単位での検
討も必要になる。本人が非正規雇用や貧困賃金で
あっても、親世代と同居し、家族の収入があれば、
家賃や公共料金支出などが節約され、貧困は可視
化されず隠蔽されうる。逆に、非正規労働者が世
帯構成員のサポートを得なければ、貧困は現在以
上に大量に顕在化したであろう。
　図表６は、最賃裁判の原告側意見書の作成に係
わった一人である金澤誠一氏（佛教大学教授）が、

「先進国で最低水準の最低賃金額の放置による社
会的弊害の『集団現象』の解明と告発」がどのよ
うな世帯に及んでいるかの分析を意図して、時給
1,000 円以上の最賃を目指して行った「生活実態調
査」であり、これを筆者が整理したものである。
　表では①「本人のみの世帯」（「一人暮しの単身
世帯型」）②「本人と親の世帯」（「親と同居の単身
世帯型」③「本人と子どもの世帯」（「一人親世帯型」）
の 3 類型により整理している。
　そのほか④夫婦と子どもの世帯の類型もある。
この類型は「持ち家」層が７～８割あり、「教育費」
や「ローン返済」を負担に思っているが、「生活に
全く余裕がない」「かなり苦しい」層は３割前後
と、次に表示する世帯類型とは異なっている。ま
た、この類型における非正規雇用は「短時間パート」
が圧倒的に多く、64.8％である。この類型にも貧
困要因はなくはないが、ここでは相対的に安定し
た層とみなして、以下の３類型について、その特
徴を示そう。

１） 「貧困」に影響がある世帯類型の特徴
　①「本人のみの世帯」では働く労働者の雇用形
態（正規か非正規か）で生活状況は変化する。正
規と非正規がそれぞれ半分を占め、非正規の賃金
水準は時給 1000 円未満が 3 割近く、年収 200 万
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円未満が３割に近い。ただし正規労働者が半数い
ることもあり、②③の類型よりも賃金のピークは
相対的に高く、「20 ～ 25 万円未満」24.4％で、同
時に（表示していないが）「25 ～ 30 万円未満」

（15.6％）「30 ～ 35 万円未満」も同じく 15.6％ある。
そうではあるが、正規での仕事では多忙であり「人
手が足りない」「休みがとれない」状況（したがっ
て労働時間は長いと推定）、生活の困りごととして

「日常の生活費が足りない」が３分の１を占め、「自
分の時間がとれない」も３割近くある。　
　②「本人と親の世帯」では、正規 3 割、非正規
７割の構成で、非正規比率が大きい。非正規の雇
用形態はパートタイム就労が多数で、30 歳未満が
多いが 30 歳代も 2 割にのぼる。時給水準は 20 万
円未満が 66.1％であり、未婚者が多く、結婚問題
に悩んでいる。
　③「本人と子どもの世帯」は、一人親家庭の問
題として現在の低賃金と貧困化の象徴である。正
規が少なく、圧倒的に非正規である。その賃金は
月額で 5 ～ 10 万円未満と「20 ～ 25 万円未満」
の「２つの異なる山形」を示している。ただし
200 万円未満は 35％と、①の類型より多い。
　３類型に共通した点は何であろうか。「生活での
困りごと」では一様に「老後の生活設計」を挙げ、

日常の生活費の不足、多忙、健康問題にも困惑し
ている。「仕事に対する悩みや不満」では「賃金が
安い」が第１位、「将来の展望がない」第２位であ
り、「正規労働者との格差」（2.3 ～ 5.6％）「正規労
働者で働きたい」（2.9％～ 3.4％）の比率はこの調
査では予想外に著しく少ない。分析した金澤氏は

「人手が少なく、忙しすぎて、休みもとれない。そ
の割には賃金が安く、こんな状態では、将来の展
望がもてない、ということになる」５と評価している。
　筆者の視点では、雇用の非正規化、不安定化に
おいて、長時間労働と低賃金が広がり、「雇用・労
働時間・賃金」が複合して現在の労働者の貧困化
が進行し、現在の目先の状況を処理するのに手一
杯で、ほかのことを考える余裕もない、不安だけ
が増幅している、ということではなかろうか。
 
２） 雇用形態と世帯類型による貧困の　　　

発現可能性
　以上、ここでは雇用形態の非正規化を意識した
所得に留意した数字を挙げた。
　所得面での貧困化は非正規雇用の賃金水準がま
ずベースにあり、それに世帯構成が作用する。子
どもの世話をしつつ、非正規雇用で働く「一人親
世帯」であれば、その労働と生活は「絶対的貧困」
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ともなる。非正規本人の賃金で賄う「本人のみの
世帯」でも貧困の発現度は著しく高い。この層は
若い層での食事の切りつめ、高家賃での難渋、余暇、
交際費用の乏しさなどが指摘され、高齢化すれば

「独居高齢者」として孤独と生活の貧困の典型とな
る。
　また、非正規雇用の本人が親と同居する「本人
と親の世帯」では、親の収入次第では、貧困は当
面潜在化する。しかし親世代も裕福な人ばかりで
ない。とくに年金生活者になると、親世代自体の
年金額が削減され、その中で容赦なく徴収される
税・社会保険料による可処分所得の低下がある。
医療、介護の該当者、あるいはその死亡となれば、
世帯および本人の貧困化はもろに顕在化、可視化
される。
　③類型の母子家庭・父子家庭の貧困化は近年メ
ディアでも放映され、ハッキリと可視化した。そ
こでの「子どもの貧困」も問題視され、いわゆる

「貧困の連鎖」が社会問題となっている。この類型
での貧困は国際的にみればどうみても異常である。
その主たる形態での母子家庭の貧困は、その有力
な理由として正規就労が閉ざされ、パート就労に
依存せざるをえず、日本の劣悪な最賃制の現状、
児童手当、児童扶養手当などの社会保障給付の貧
弱さ、がある。子どもを抱えているから働くイン
センティブは強いが、時給が低すぎること、１ヶ
所での就労時間が限定され、収入増のため掛け持
ちせざるをえず、この「ダブルワーク」「トリプル
ワーク」で生計をかろうじて維持しているのであ
る。「子どもの６人に１人が貧困」で、「見えない
貧困」「貧困の世代的連鎖」が問題になっている６。
　同時に、①②の類型も状況によって顕在化する。
非正規の一環にある若者のフリーター化、その中
高年層化の進行という現実、とくに賃金水準の絶
対的低さと賃金自体が上がらないことはこの類型
全体を貧困化させ、①類型②類型の非正規に典型
的なように、結婚や将来の世帯形成の展望を喪失
させる最も重要な要因であろう７。 
　②の類型は、かつて、ある社会学者によって「パ
ラサイトシングル」（親に寄生して豊かな生活を享
受する若者。この用語は定着しているものの、「寄
生」など表現の差別性が顕著である）のイメージ

が提起されたが、現在はその提起者も撤回するほ
どに若者は「社会的弱者」となり、中高年化によ
りますます将来展望を喪失し、「寄生」すべき親の
貧困化で、生活破綻問題、将来不安も顕在化して
いる。少子化はこの層において特徴的で、「少子化」
どころか、その前提である結婚や家族も構成でき
ないでいる。
　再版「アベノミクス」が「希望出生率」1.8 を本
当に実現させる気があるならば、本稿の後半で展
開する最賃制の抜本改革、非正規雇用の正規化や
賃金などの待遇改善、人件費を拡大する均等待遇
をすぐさま実行すべきなのである。賃金水準の問
題以外では、単身でも自立できることが可能な住
宅政策８、また、各種社会保障政策も重要である。
　以上、この節では、貧困の発現として非正規の「貧
困賃金」に注目した。ただし正規雇用でも「貧困
賃金」はある。運輸業（トラック、バス、タクシー
など）、飲食サービス業、医療、介護、保育などの
福祉業などでは正規であっても低賃金層がいる。
企業自体の低賃金体質や、収入不足を補うために
労働時間の延長や深夜業を余儀なくする層、また、
一時金（賞与）がないか、あっても乏しい労働者、
社会保険を付けない、健康診断をしない企業があ
ることにも留意する必要がある。正規でも貧困賃
金が存在している。
　「貧困」は賃金（所得）が大きな要素であること
は疑いないが、それ以外の要素もある。図表６「忙
しすぎる」にあるように、労働基準に沿わない過
重な「働かせ方」は、労働時間決定や企業内労使
関係・人事管理における資本の優位性、専制性、
賃金体系における過重なノルマ · 成果主義賃金化な
ど多面的要素が複合している。とくに「過労死予
備軍」「ブラック企業」の発生は、法定労働時間・
労働基準を遵守しない企業の特徴である。しかも
近年増加している社内における「いじめ」「パワハ
ラ · セクハラ」という悪質なハラスメントは労働者
を「奴隷状態」にさせ、「過労死」「過労自殺」と
いう労働力の破壊すら招来させる。経済的要因だ
けでなく、労働者の精神的・文化的・社会的要素
も含めて現代日本の労働における貧困が造りださ
れているのである。
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〈１〉 日本の最賃制の特徴＝「貧困最賃」・
「格差最賃」・「社会的標準の欠如」

　賃金と貧困に関連して、それを許容しているの
は日本の「貧困最賃」である。
　日本の最低賃金法では、「賃金の低廉な労働者に
ついて、賃金の最低額を保障することにより、労
働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、
労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に
資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与す
ることを目的とする」（最賃法第１条）と、その目
的・理念は立派だが、事実をみればその現実の制度・
運用が「労働者の生活の安定」「労働力の質的向上」

「事業の公正競争」「国民経済の健全な発展」には
全くなっていないことである。以下から日本の最
賃制の特徴を列記したい。
　第１は、最賃制の水準はまともな生活ができな
い水準、生きるギリギリの水準という「貧困
最賃」であることである。これは最賃におけ
る決定的な難点である。その絶対的に低い水
準のために、単身労働者はまともな生活がで
きない。
　第２に、最賃決定において「事業の賃金支
払い能力」が幅をきかせていることである。
これは社会政策的視点からの最賃制の役割を
大いに歪める要因である。
　第３に、全国一律制の排除、全地域を A ～
D ランクの細分化して分断していることであ
る。これは、最賃において不可欠の一国の賃
金の最低限の明示という「社会的標準」を作
らせないという意味もある。諸外国では全国
一律制が常識である。それに反して、日本で
は雇用や労働時間における「非標準化、多様化」
政策９と同様に、最賃の「社会的標準」の欠如
から、最賃水準の全国的・社会的コンセンサ
スが成立せず、労働者・国民の要求や運動へ
の結集の目標を曖昧にさせてきたのである。
　第４は、それに関連して、最賃の地域間格
差が大きく、低いランクほど「貧困最賃」の
特徴が顕著になる。

　図表７は 2016 年度の最賃額を示す。同時に
2015 年度の水準も挙げた。表示のように、北海
道から沖縄まで地域別ランクごとに、金額がバラ
バラである。加重平均時給 823 円。これを 150 時
間での月額換算では 12 万 3450 円となる。最高は
東京 932 円であり神奈川は東京に近い 930 円であ
る。労働組合が当面要求する最賃時給 1000 円以
上にはなっていない。D ランク最低額（沖縄、宮崎）
では時給 714 円でしかない。月額（150 時間換算）
では東京で 13 万 9800 円、沖縄、宮崎では 10 万
7100 円でしかない。
　OECD が掲げる「相対的貧困率」（等価可処分所
得の中位値の 2 分の１未満）は 2012 年で 122 万
円（中位値 244 万円）である。現行最賃制の加重
平均値（年額 148 万 1400 円）や C ランクの地域
の最賃を可処分所得にすれば相対的貧困率に接近
する。D ランク地域では名目でもそれ未満である。
なお、大都市部で多少時給が上がっても、東京で

低賃金問題を解決しない「貧困最賃」低賃金問題を解決しない「貧困最賃」

図表７　地域別最低賃金額（2015年度対比 2016年度）

（資料）厚生労働省発表「地域別最低賃金改定状況」による。



- 71 - 

　第４章　非正規・低賃金層の増加と最低賃金制の問題

さえも年収 168 万円未満程度、「ワーキング・プア」
の水準である。現行最賃制は、その理念・目的と
背馳していること、「貧困最賃」であること、かつ、
格差最賃であることである。

〈２〉 日本の最賃制の国際比較上の位置

　47 都道府県別の最賃は一国の標準にもならな
い。だから日本の最賃水準の国際比較では加重平
均値を使用せざるを得ない。図表８はユーロ基準
での最低賃金の国際比較である。各国の最賃の現
実の機能を見る場合、中位値賃金、または平均賃
金対比の最賃の比率の比較が有効である。総じて
平均賃金と比べて中位値賃金対比の比率は高く出
る。また、これは最賃額の絶対値の高低ではなく、
最賃が各国の賃金に占める位置、あるいはその役
割・機能の高さを示している、と言ってよい。なお、
この表は最近の各国のデータとして信ぴょう性が
高いと筆者は考えている。
　図表８をみると、日本の最賃は中位値賃金の
38％しかなく、アメリカと同じ先進国中最下位で
ある。フランス 62％、ニュージーランドは 60％で
ある。ドイツは労働協約優先主義であったが 2015
年１月１日から発効した法定全国一律制は時給 8.5

ユーロ（１ユーロ 132 円として 1122 円、１ユー
ロ 112 円として 952 円）は、中位値賃金比較で
51％である。
　アメリカでは連邦最低賃金は共和党の抵抗に
よって時給 7.5 ドルで凍結されたままであるが、オ
バマ大統領は連邦政府契約業者、再契約業者には
2015 年１月１日から時給 10.10 ドルに改定されて
いる 10。また、連邦最賃の不備により、州最賃の
改定、あるいは市、郡レベルでのリビングウェイ
ジ運動の高まりで、ロサンゼルス市、郡、サンフ
ランシスコ市などでの 2019 年～ 2020 年までに時
給 15 ドル（１ドル＝ 120 円として 1800 円、１
ドル＝ 100 円で 1500 円）が実現している。すで
に全国一律最賃制を実現したイギリスでは、中位
値賃金比較では 47％であるが、物価が高いロンド
ンおよび近郊地域への生活賃金条例によって一律
最賃制の補強が行われている。日本は韓国（42％）
よりも低い。最賃の位置がこれほど低い国は先進
国にはない。国際比較上も日本の最賃は「貧困最賃」
であることは銘記すべきであろう。

〈３〉 地域最賃の地域格差の一層の拡大と
若年層の流出

　図表９は 1987 年～ 2016 年の地域別最低賃金の
最高地域（東京）と最低地域（D ランク）の地域
格差推移を示している。表示のように、1990 年を
100 として地域格差は拡大を続け 2008 年～ 2009
年以降、地域格差の拡大のテンポは高まっている。
また直近（2016 年）には 218 円にもなっている。
　それを月額換算すれば、政府基準（173.8 時間）
で３万 7888 円。月 150 時間換算では３万 2700
円、１日８時間 22 日就労としても３万 8368 円に
もなる。このような過大な地域格差がある最賃の
現実は、「地域別」という枠組みの妥当性を問い、
その弊害をもたらすものとなっている。近年、大
企業、大商社系列のスーパー、コンビニ、チェー
ンの飲食店、量販店、居酒屋などが地域を超えて
増えている。そこではごく少数の正規労働者（店
長）と多数の「パート・アルバイト」を主たる労
働力構成とし、後者は地域別最賃の主要対象となっ
ている。だが、部分的に存在する技能や専門能力
が必要なものを除けば、難しい職務分析、職務評
価をしなくても、「パート・アルバイト」について

Schulten 論文（WSI-Mitteilungen	2014/3）より
（資料）大重光太郎「最賃制度をめぐる国際的動向」『月刊
全労連』No208.	2014 年 6月号による

図表８　法定最低賃金額（時給 /ユーロ）
と中位値との対比（2014年）
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は、これら非正規の仕事が地域によってその労働
の質量が大きく異ならない。これはわれわれの常
識、感覚でも分かるであろう。しかし大手企業や
その系列企業は最賃の地域格差を利用してその低
廉な地域最賃レベルで使用し、利潤を一層増大し
ている。現在の地域別最賃額決定は憲法が規定す
る法の下の平等の原則や同一労働同一賃金原則に
反するのである。
　安倍首相は正規・非正規の賃金格差是正、同一
労働同一賃金を行うと発言したが、それならば、
この最賃の膨大な賃金の地域格差の解消を直ちに
行うべきではないか。
　同一労働 · 同一賃金は女性の差別賃金撤廃の原
則であるが、日本には膨大な企業規模別賃金格差、
地域別賃金格差がある中で、低賃金女性の多くが
適用対象であり、その改善に寄与する最賃引上げ
は同一労働同一賃金をサポートする。だが、最賃
に膨大な地域格差があれば、同じ（類似の）仕事
をする女性が地域ごとに差別賃金の適用を受ける
ということになる。
　近年地域に有効な雇用が不足している点と関連
して、若い労働力（女性が多い）が大都市部に移
動し、最賃の低い県に若者や働き盛りの労働者が
残らない、つまり当該地域最賃の低額⇒地域最賃
の高い地域への若者の流出⇔人口の社会減少⇒地
域経済活性化の妨げという回路での悪循環が発生
している。
　一例を静岡県でみれば、湖

こ  さ い

西市
し

三
み

上
かみ

元
はじめ

市長の言

を聞きたい。「静岡県は県民所得が東京、愛知に次
ぐ第３位であるが、2015 年度の最賃は 783 円で
愛知県の 820 円と神奈川県 905 円と隣県と大きな
格差がある。県東部は、熱海（静岡）と湯河原（神
奈川）がわずか１駅だけで時給が 122 円も違う。
最賃水準に張り付いているコンビニ、スーパーは
湖西市から豊橋（愛知）に流れ、10 歳代、20 歳
代の人口流失が深刻である、最賃は国際基準に沿っ
て引き上げよ」と 11。 
　三上氏は国際基準への最賃の脱皮のために、最
賃の中央値を OECD 基準の現在の 38％からせめて
OECD 平均の 49％（約 1000 円）に早急に引き上
げることを提唱する。前述のように、日本の最賃
は国際比較上でも最賃の地位は低く、且つ「貧困
最賃」である。
　筆者は最賃の中位値賃金対比では 60％をめざす
とすべきであり、当面その 50％を実現すべき、と
主張したい。
　現行最賃の膨大な地域格差に起因する低賃金地
域からの若い労働力の大都市圏への流入の事例は
まだまだある。
　愛媛県の最賃（2014 年４月当時 666 円）では
稼げないとして地元の大学生 N さん（19 歳女性）
は大学が休みになる年末年始、５月の大型連休、
夏休み、冬休みに上京し、昼間は工場現場の作業員、
夜間は飲食店従業員として３つの仕事を掛け持ち
している 12。 
　生きるためには若い労働者は相対的高賃金地域
に労働力を移動したいし、するのは当然であろう。
これは貧困生活から脱却するための、最賃の低い
地域から高い地域への若い女性大学生の新型の「出
稼ぎ」労働であるとみなせよう。
　加えるならば、筆者が宮城県仙台市でヒヤリン
グした事例では（2015 年１月）、高校生が大学受
験先決定のさい、最賃の低い岩手県、山形県の国
立大学を諦め、地元仙台市に決めた事例があった。
親の収入の低下、学費の高騰、奨学金のサラ金へ
の近似化において、「学生アルバイト」の収入は現
在の大学生活にとって必要不可欠である。最賃の
地域格差は高校生の大学選びにも影響している（ち
なみに 2016 年度、岩手県、山形県はいずれも D
ランクで時給はそれぞれ 716 円と 717 円、宮城県
は C ランクで 748 円。時給格差は 31 ～ 32 円もあ
る）。

	（資料）　最賃の最高・最低の地域格差の推移（1987 〜 2016 年）の概念図。金額は 2016
年度のみを表示	 	 	 	 	
	 	

図表９　地域別最賃額の地域格差の推移
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　同じ仕事、アルバイトをするならば、時給の高
い大都市部で働きたいというのは、しごく当然で
ある。一般に、若者の流出に悩む地域・県がこれ
を防止するには最賃の地域格差や低賃金地域を造
らないことである。平均賃金に格差があっても最
賃だけは地域格差のない全国一律最賃制にすべき、
ということである。このことを無視した「地方創生」
などはありえないし、成立しないであろう。

〈４〉 生計費の地域格差はない
―全労連・労働総研の調査結果

　首都圏や大都市部と比較して、地方は生計費が
安いから賃金も低い――このような主張がまこと
しやかに語られた。この「常識」を覆したのは、
全労連・労働総研の生計費調査である。その実態
調査を監修した金澤誠一氏によれば、25 歳単身男
性モデルで、マーケット・バスケット方式による
衣食住の項目を積み上げると、首都圏に属するさ
いたま市と岩手県に属する北上市では生計費に格
差がない、という結論になった。すなわち、さい
たま市は月 23 万 3801 円、北上市は 23 万 1421
円であった。政府基準（173.8 時間）で時給に置き
換えれば、それぞれ 1345 円、1332 円となる。最
賃については、埼玉は B ランク、岩手県は D ラン
クである。生計費の細項目の内部では食費、保険 ·
医療、教養 · 娯楽などには違いはない。他方で、首
都圏の高家賃は東北地方では交通・通信、光熱・
水道費と相殺されて類似の生計費になるという結
果である 13。生計費が地域間で類似であるという
ことは、運動の側の全国一律制の重要な根拠となっ
た。
　だが、日本の最賃制が生計費原則で決まらない
有力な理由は、最賃法「改正法９条２項」にある「通
常の事業の賃金支払能力」にある。ＩＬＯ条約に
もないこの決定基準が、最賃審議会における労使
対等原則にももとる企業優位の最賃の決め方、そ
れを体現する官僚機構（厚生労働省）の運営が最
賃制のゆがみをもたらした、と言えよう。

〈５〉 賃金決定機構・低賃金地域を利用した
政策
―中賃「目安」の役割と変貌

　「賃金決定機構」とは高度成長期に定着した日本
の賃金水準決定の制度的メカニズムのことである。
①春闘における大幅賃上げが基軸となり、②公務
員（人事院勧告 · 人事委員会勧告）に波及する。（「官
民格差」の是正）。春闘賃上げ率（いわゆる春闘相場）
は賃金率ではなく、引上げ率の相場化とその波及
であったが、大幅賃上げ時代は中小企業・零細企
業労働者・未組織労働者にも波及し、自営業者の
単価改定の目安にさえなった。③最低賃金制は春
闘期から遅れて零細企業賃上げ率を参考に改定す
る。こうした賃金水準決定メカニズムが「賃金決
定機構」と呼ばれる。留意すべきは、高度成長期は、
大幅賃上げとその社会的波及効果が大きかったこ
とである。つまり、「経済の好循環」には賃金の継
続的上昇と他産業への波及効果があり、実質賃金
は上昇した。
　高度成長期に機能したこのメカニズムは、今日
ではどうか。春闘自体が企業内に埋没し、実質賃
金の維持すら困難ななかで、社会的相場を形成す
る機能が大きく減退した。そもそも自動車、鉄鋼、
電機、造船など民間大企業の主要労働組合は資本
と協調し、ストライキなしの「一発回答」を選択
し「管理春闘」と呼ばれる低賃上げの原因となった。
公務の部隊には「公務員バッシング」による意図
的な公務賃金の削減がおこなわれ、これまでの「官
民比較」の賃金決定機構を狂わせている。

１） 春闘の低迷
　図表 10 は 2000 年から 2015 年までの春闘賃
上げ率と地域別最賃の上昇率を筆者が整理したも
のである。春闘賃上げ率は主要企業であり、資本
金 10 億円以上、従業員数 1000 人以上で、かつ労
働組合がある企業であり、大企業のみの集計であ
る。表示のように、この時期において春闘賃上げ
率も地域最賃の上昇率も３％台に乗ったことはな
い。春闘賃上げ率は１％台、せいぜい２％台であり、
2000 年～ 2007 年は輸出主導型の「好景気」と言
われたが、賃上げ率は１桁台で、実質賃金は低迷
した。とくに消費税が８％になって以降の賃金が
多少は上がっても、相変わらず２％台である。相
場形成に影響力のあるトヨタは 2016 年春闘のベア
要求を 3000 円以上とした。2015 年では 6000 円
以上要求で、なんとその半額である。（「連合」は
ベア２％程度の基準を正式決定）。空前の利益を謳
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歌していたトヨタ
の実際の賃上げ回
答 は わ ず か 1500
円でしかない。そ
の影響の下で多く
の企業が 1500 円
前後の低額回答と
なり、名目賃金自
体が停滞した。同
時に、安倍内閣が
行った消費税増税
８％の景気へのマ
イナスの影響は大
きく、日本銀行が
進めてきた「異次
元の金融緩和」政
策が消費者物価を
上昇させ、実質賃
金の低下に影響し
た。勤労者世帯の
実 質 賃 金 が 2015
年段階で５年間連
続低下し、５％も
減った。

　以上は春闘の低迷と「アベノミクス」が原因で
ある。要するに大幅賃上げなし、波及効果なしで、

「好循環」論、「トリクルダウン」論はそろってノッ
クダウンしたのである。

２） 「中賃目安」の役割
　最賃については、非正規・未組織労働者の増大
によって、その位置はますます重要になり、労働者、
市民の関心も大きくなっている。だが、現実には
大手春闘相場に連動させることなく、それよりも
かなり低い零細企業賃上げ率にガイドされた。表
示のように、2000 年～ 2006 年までは大手の低賃
上げとも大幅にかい離し、引上げ率は惨憺たるも
のであった。それが多少改善されたのは後述する
2007 年の「最低賃金法の改正」以降である。
　筆者は今日的にみれば中央最低賃金審議会（中
賃）の「目安」が最賃抑制に一役買った、とみている。

中賃「目安」は 1975 年の労働組合の全国一律最
賃制確立闘争、四野党（社会・共産・公明・民社）
の共同法案提出、それに対する政権側の対応であっ
た。
　それは、当時の公益会長金子義雄氏が行った処
理であり、地方の最低賃金審議会（地賃）の前に、
引上げ額の「目安」を出す仕組みで、これは現行
最賃法に規定はない。最賃審議はあくまで都道府
県の地賃である。その審議を拘束せず、最賃の「全
国的整合性」を図るというタテマエ、「運用」によっ
て編み出したものである。
　当時の労働組合（総評）は、目安の引き上げ、
下位ランクの上位ランクへの引き上げ、ランク間
格差の縮小等で全国一律に近づける主張をしてい
たが、総評解体によってその条件闘争さえ、現実
化しなかった。2016 年時点で「目安」方式はなん
と 38 年間も続いている。この間、全国一律への対
応などは記憶から薄れ、このシステムは全国一律
制の否定、地域間最賃格差の固定化の手段、とく
に D ランクという低賃金地域を固定化、最賃の生
計費からの離反、貧困化容認、大きな地域格差など、
現在の最賃の低水準決定機構として「定着」して
しまった。「目安」は日本の最賃制の「地域別設定」
を公認し、しかも A から D ランクに都道府県県が
バラバラに押し込められ、そのランク間でも県別
に最賃額が違うという複雑な制度になった。
　そのため、一律最賃のように、誰でも金額が分
る最賃ではなく、「社会的標準」の欠如により一国
の最賃水準が曖昧にされた。また、「目安」の誘導
指標は零細企業賃上げ率とされ、支払能力が幅を
きかせた。他方で、地賃の審議の参考となる引上
げ額の「目安」であっても拘束性が強く、事実上
中央で最賃水準を決定する仕組みに変貌している。
この制度においては、大都市部と地方・農村部の
格差が拡大し、とくに最賃が極端に低い D ランク
地域は固定化された。同時に公務員の地域手当は、
この最賃 D ランクと同様の低賃金地域をベースと
して設定された。その意味で低賃金地域を媒介に、
最賃と公務員賃金は賃金抑制機構として、同根と
なった 14。 
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〈１〉 2007年改正法について

　2007 年に最賃法が改正された。その第 9 条は以
下の条文である。

　改正最低賃金法　第 9 条　
　賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額
を保障するため、地域別最低賃金はあまねく全
国各地域について決定されなければならない。 
２　地域別最低賃金は、地域における労働者の

生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払
能力を考慮して定められなければならない。 

３　前項の労働者の生計費を考慮するに当たっ
ては、労働者が健康で文化的な最低限度の生
活を営むことができるよう、生活保護に係る
施策との整合性に配慮するものとする。

　第２項は従来の最賃法にある条文で、３項は新
設されたものである。
　2007 年の最賃法改正で「最賃と生活保護との整
合性」が入った発端の経緯をいえば、働いている
最低賃金が生活保護より低いのは問題と主張した
京都総評、全労連の運動があり、また、筆者らの
東京都の事例による具体的例証を「格差社会」論
で名を成した橘木俊詔氏が引用し広めたことなど
もある 15。この条文は最賃と生活保護が憲法第 25
条の生存権保障において共通であることを公認し、
かつ最賃は働く労働者のミニマムであるから、生
活保護より高くあるべきこと、という含意がある
と筆者は解釈した。また、当然ながら、この条文
の２項と３項の関係は３項が優先されるべきであ
る、ということである。
　現行の制度では、最賃は個人単位で A ～ D ラン
クの都道府県別に時間給のみで表示されている。
他方、生活保護は世帯単位であり、その生活扶助
額は、月額表示であり、全国を６つの級地区分と
して、年齢別（１類費）、世帯別（２類費）に定め
ている。また、住宅扶助にも地域別の格差がある。
両者を「整合」させるには、時間額と月額の関係、
最賃の４ランクと生活保護の６段階の級地区分の

調整が必要であった。
　神奈川では日本初の「最賃裁判」が行われ、そ
の判決が下された。そこでの最大論点は①時給
1000 円以上にすること、②「最賃と生活保護の整
合性」において、2007 年の「改正最賃法」の趣旨
に沿って当局の恣意的算定式を改めさせ、正しい
計算式にすることである。
　時給 1000 円以上は、当面神奈川の最賃を時給
1000 円以上に変えることであるが、この水準を全
国一律に適用することの含意がある、と筆者は解
釈している。行政当局は、①最賃は 1 年 365 日を
週 40 時間制で働いた、として月 173.8 時間就労の
モデルを採用した。②可処分所得比率に２年遅れ
の沖縄県の基準を恒常的に採用した。③生活保護
について、当局提示は生活扶助（12 ～ 19 歳単身）
の（１類費＋２類費）＋冬季加算＋期末一時扶助
＋住宅扶助 の算定式において、ア）生活扶助額は
生活保護を受けた者の「人口加重平均」を採用し、
イ）住宅扶助額は「実績値」を採り、ウ）「勤労控除」
を除外した。
　筆者の作成した表には政府基準に沿って最賃計
算を 173.8 時間として表示してきたものもある。
この数字は労働者の実際の労働時間表示には該当
しない、架空のものである。

〈２〉 「最賃と生活保護との整合性」の　
算定式について

　政府側の算定式は、最賃と生活保護の両側面か
ら問題点がある。

１） 最賃計算について
　第１は、政府の最賃表示の数字は、最賃は１年
365 日を週 40 時間制で働いた、として月 173.8
時間就労のモデルを採用したことにある。これは
労働基準法の週 40 時間制を祝祭日や有給休暇に関
係なく１年に換算して割り出した数字である。（①

（365 日）を週単位にして 365 日÷７≒ 52.143 週
② 52.143 週×週 40 時間≒ 2085.7 時間③　②を
月単位に換算して 2085.7 時間÷ 12 ＝ 173.8 時間）
厚生労働省「毎月勤労統計調査」では１ケ月の労

「最賃と生活保護との整合性」の論点と最賃裁判判決「最賃と生活保護との整合性」の論点と最賃裁判判決
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働時間は通常 150 ～ 155 時間である（「毎月勤労
統計調査」では 1 ケ月の労働時間は通常 155 時間
程度である。30 人以上規模では月 150 時間）16。 
　日本の慣行、暦では、祝祭日年 15 日、夏季休暇（盆
休み）、暮れ・正月の休みなど、通常は休日である。
さらに法律上は、労働者には勤続年数に応じて上
限 20 日の有給休暇もある。この休日さえも含めて
週 40 時間働き、強引に割り出した労働時間が政府
の労働時間である。以上のように、労働者の実際の
労働時間表示には該当しない作為的な数字である。
　第２は、生活保護では財政は全額公費負担、対
象者は非課税、医療費も負担なしであるが、最賃
は賃金だから税・社会保険料がかかるとして、可処
分所得比率を沖縄県の指標を使用したことである。
　図表 11 は 2008 年～ 2012 年における沖縄県を
利用した「可処分所得比率」（最賃から税・社会保
険料を差し引く率）を示している。
　2009 年での 0.859（沖縄県）について、2008
年の「目安委員会」において労働者側委員が厚労
省に数字を出させたところ、東京は 0.844 であっ
たという。両者には約２％の違いがあり、東京で
は可処分所得では 2499 円過小に表示されていた
わけである。
　公租公課は、税だけでなく年金など社会保険料
率の継続的上昇があり、所得により増える。最賃
の地域格差がある中では、低賃金地域の方は賃金
が低いため可処分所得比率は率としては高く表示

される（控除額が低く算定される）。
　2012 年の比率 0.849 は目安時給 642 円となっ
ているが、この時給額は沖縄県における 2010 年
改定最賃である。つまり最賃最下限地域の金額が
２年遅れで公租公課率の計算の基になっている。
また、「目安として可処分所得比率が 0.01 上がると、
最低賃金水準は時給換算で約７～ 10 円程度高く積
算される」17 と言われる。１％で７～ 10 円は月額

（８時間× 22 日として）1332 円～ 1760 円の違い
がある。２％では月 3520 円も違う。総じて大都
市部の最賃の手取りは低く表示されることになる。
　原告側は最賃について、ア）150 時間で計算す
ること、イ）可処分所得の換算率を沖縄県ではな
く都道府県ごとに改めること、を主張した。

２） 生活保護表示について
　第１は、生活扶助額（12 ～ 19 歳）１類（年齢
による）Ⅱ類（世帯人員）について、「人口加重平均」
を選択したことである。
　桜井啓太氏は、生活扶助の「人口加重平均」の
方式では、級地のランクの高い地域に住む対象世
帯は生活保護以下になる 、として神奈川県の例を
紹介している。
　図表 12 は 2010 年における神奈川県の生活扶助
基準の級地別員金額および人口分布を示している。
生活扶助の「加重平均値」（８万 6321 円）は１級
地―１の基準（８万 7980 円）より低く、加重平
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均値と１級地―１では金額の差は 1659 円と大き
な差がないようにみえる。だが神奈川県では１級
地―１に人口の総人口対比の 66.5% が集中してい
る。東京都では地域の生活扶助額が「人口加重平均」
以下となる比率は 96.7％である。
　この加重平均値を選択することは、とくに最賃
が低い級地区分を含めた「加重平均値」との比較
となる。近年生活保護世帯は都市部で増加してい
る。とくに大都市部門（１級地―１）では最賃額
が低くなる。
　改正最低賃金法がいう「最低賃金と生活保護と
の整合性」とは、どの級地でも「最賃が生活保護
を下回らないように配慮する」ことであるから、
原告が主張するように、最賃は県庁所在地の生活
扶助額と比較すべきなのである。
　第２は、住宅扶助額について「実績値」を採用
したことである。
　住宅扶助の「実績値」とは「被保護世帯の最低
生活費における住宅扶助相当分を集計し、その平
均をとる方法」である。住宅扶助額は級地ごとに
異なり、通常一般基準と特別基準がある。東京の
１級地では一般基準は１万 3000 円以内となって
いるが、それでは住宅がないから、当局は別途「特
別基準」として単身世帯の限度額５万 3700 円を
設定している。（２人世帯などは６万 9800 円）。今
回の「整合性」ではこの特別基準ではなく、「実績値」
を採用した。
　桜井啓太氏によれば、その計算方法は「家賃が
必要ない世帯を分母に入れること（「持ち家」世帯
と「長期入院・入所世帯」）。結論として「地方の
生活保護世帯は、都市部に比べて高齢者世帯の割
合が高く、持ち家世帯の割合が大きい」（３級地の
高齢者「持ち家・施設入所」38.3%）のであるが、
逆に大都市部では「持ち家比率」が低い。①家賃
が必要のない世帯を入れる方式は「実績値」を大
幅に薄める効果 があること、同時に、②「全国の
借家世帯の実質家賃の７割（69.8％）は各地域の
実績値では家賃をカバーできない」 こと、③「生活
保護世帯の実質家賃が（住宅扶助の）特別基準の
90 ～ 99% に集中している」として具体的例を挙げ
ている。要するに「実績値」は特別基準の４割～
７割にすぎない（図表 12 の資料による）。
　第３は、生活保護に「勤労控除」を除いて算定
したことである。生活保護を低める作用としてこ

れは上記 2 点以上に簡明な問題点であり、当局が
説明できない計算式の難点・基本的問題点である。
どの人々でも、働く際には、通勤、仕事に関連す
るさまざまな費用（複数の衣服・履物、バッグ、傘、
書籍、筆記用具、携帯電話、外食代、交際費など）
が最低限必要である。技能の向上には講習参加や
資格取得のための学習費用などの能力開発の費用
も必要となる。生活保護法の第１条は「この法律は、
日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、国が
生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の
度に応じ、必要な保護を行いその最低限度の生活
を保障するとともに、その自立を助長することを
目的とする」とある。見られる通り、生活保護は
最低限度の生活保障だけでなく、「自立の助長」も
ある。換言すれば、自ら労働による稼得収入により、
生活保護から抜けることを奨励している。そのた
めに、「勤労控除」は「勤労に伴う必要経費の補填」

「勤労意欲の増進・自立の助長」として、現在収入
に応じて「基礎控除」がある。
　すでにふれた全労連・労働総研の 25 歳単身者の
最低生計費を参考に、最近改定された「基礎控除額」
を見ると、上限１人 22 万 7000 円～ 23 万 999 円
までは３万 6400 円、23 万 1000 円以上は収入が
4000 円増加するごとに１人目 400 円、２人目ご
とに 340 円控除とある 18。なお、控除には通勤費、
社会保険料などの「実費控除」もある。この額が
算定式に計上されていない。
　これは極めて不合理である。そもそも最賃適用
の労働者は日常的に事業場に行き日常的に勤労す
ることが絶対条件であり、そのために必要な経費
を自らの賃金で負担している。労働のミニマムは、
生活のミニマムより高い必然性はこの点からも理
解されよう。
　最賃制は古くは労働基準法（第 28 条～ 31 条）
に規定されていた。その後 1959 年成立の最賃法
として別個の法律となったが、労基法 · 労働条件の
理念（「労働者が人たるに値する生活を営むための
必要を充たすべきもの」（第１条）を踏襲している。
新憲法の下で、憲法第 25 条と第 27 条（勤労権、
および労働基準）は当初から密接な関係があった
が、2007 年の最賃法改正は（厚生労働省当局は否
定するが、）両者の連動関係が公認されたことと解
釈すべきであろう。そうであれば、両者の生存権
保障を共有しつつも、勤労権に基づく労働のミニ
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マムは社会保障の最低基準より高くなる必然性が
ある 19。 
　この当局の比較方法は最賃を高くみせ（実際に
は使用者側委員は最賃をできるだけ高くしないこ
とでこの案に賛成した）、生活保護も実態から離れ
た低い数字を採用し、「逆転現象」を解消しようと
意図したといえる。最賃額の月額は祝祭日や盆暮
れの休暇もなしで、365 日週 40 時間制で働くモデ
ルであり、現実ばなれしている。沖縄県基準も「可
処分所得」や生活扶助の「人口加重平均」、住宅扶
助の「実績値」の採用はとくに大都市部の実態に
適合しない。「勤労控除」の除外は論外中の論外で
ある。
　原告は、ア）生活保護の生活扶助額は各県の県
庁所在地の額を取ること、（厚生労働省方式では都
市部の労働者に保護すべき水準を適用できない。
神奈川県では1級地－１の水準の選択をすること）、
イ）生活保護を受けた者の住宅扶助額は都道府県
ごとの「特別基準」を採用すること、ウ）「勤労控除」
加えることを主張した。これを最賃計算の労働時
間、可処分所得の控除率と合わせ、その算定式の
問題点を裁判の場で追及してきた。
　当局のスタンスは最賃―生保基準比較の技法が
多義的であるとし「広範な裁量的判断」が行政に
委ねられているとし、現行の比較方法が「著しく
不合理であるなどとはいえない」と主張している。
そしてこのような算定式で 2014 年に「全都道府
県で最賃と生活保護の逆転現象は解消した」（2015
年７月 15 日 15 年度の最低賃金に関する小委員会）
などと抗弁していた。正しい計算式では逆転は一
向に解消していない。最賃を上げず、生活保護を
低くさせて両者の「整合性」を図る、という計算
式になっているのである。

〈３〉 最賃裁判とその地裁判決について

　神奈川では日本の歴史上初の裁判が取り組まれ
た。神奈川県内の労働者たち（133 人）が 2011
年６月 30 日、神奈川県の最低賃金時給 1000 円以
上を実現することと、上記の政府の「最低賃金と
生活保護の整合性」の「算定式」の問題点を正す
ことを目的として国を相手に訴えた 20。すなわち、
神奈川県の地域最賃の水準（2015 年改定は 905 円）
は生活保護の水準を下回り、神奈川県労働基準局

長が１時間 1000 円以上にしないことは、その「裁
量権の逸脱濫用」に当たるとして、被告に対して
時給 1000 円以上に改正決定をすべきとする訴訟
である。

１） 最賃訴訟における「処分性」について
　この裁判には、神奈川県労働基準局長の決定が

「公権力の行使に不服を訴える裁判の対象となる行
政処分」に該当するか否か、という論点があった。
　原告側は、最低賃金の決定という行政行為は、
最賃ギリギリで働く多くの労働者・国民の具体的
権利義務に直接影響を及ぼす行為であり、これが
訴訟の対象となる行政行為（処分）にあたること
は当然であると、最高裁の判例等に触れて主張し
た。
　また、最賃法第９条３項「前項の労働者の生計
費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化
的な最低限度の生活を営むことができるよう、生
活保護に係る施策との整合性に配慮するものとす
る」という条文の挿入された経緯において、政府
当局の計算式は最賃が生活保護を下回る「不合理」
なものであり、「一定の処分が行われないことによ
る重大な損害を生じる」とした。すなわち、「超低
額の最賃放置は、事後的金銭賠償では贖えない、
重大な損害」が生じること、を強く主張した。
　2016 年２月 24 日、横浜地裁判決（石井浩裁判長）
はこの訴訟を「却下」した。
　その理由は、原告の主張した「処分性」21 の有
無について「最低賃金を定める決定は不特定多数
に適用されるものであり、限られた特定の者の権
利や義務を形成する行政処分とは異なる」と否定
した。「神奈川労働局長が最低賃金法 12 条に基づ
き本件改正決定をしないことが裁量権の逸脱濫用
となるか」については本来最も争点になるべき論
点であった。だが、この重大な論点には一切立ち
入らなかった。とくに筆者がすでに述べた最賃と
生活保護の「整合性」に係る不当な算定式につい
ては一切不問とされた。

２） 時給1000円以上にさせないことによる　
「重大な損害」の否定の論理

　判決は、最賃制そのものではなく、生存権保障
は生活保護などを総合した種々の施策によって総
合的に実現されるという論理を展開した。
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　すなわち、地裁判決は、最賃をただちに 1000
円に引上げなくても「重大な損害が生じる恐れは
ない」とし、その理由として、訴訟の名簿に児童
扶養手当を受けているシングルマザーや、学童保
育などダブルワークに従事する青年、（この青年は
体調のよくない妻と未就学児２人と４人で生活し、
生活保護を受給している）、パート就労の女性がそ
の賃金だけでは生活できず、生活保護を受給して
いる事例などを取り上げ、「個々の国民の健康で文
化的な生活は、現在の法制度上は、勤労収入だけ
でなく、生活保護による保護、国民年金等の公的
年金、国民健康保険等の医療保険、老人福祉法や
児童福祉法等に基づく社会福祉施策等、種々の施
策によって総合的に実現されることが前提されて
いる」（判決文 19 頁）として最低賃金が 1000 円
に引き上げられなくても、「直ちに原告に重大損害
が生じる恐れはない」と断じた。
　
３） 横浜地裁の判決批判

　この判決は原告が強調した最低賃金と生活保護
の「整合性」に配慮すべき計算式の問題点には一
切入らず、いわばそれ以前の入り口で訴訟要件が
ない、と門前払いしたのである。
　厚生労働省当局は最賃決定、改定の「行政処分」
は適用対象が不特定多数で、労働基準局長に 1000
円に改定せよと命令する訴訟はできない（行政訴
訟の「処分性なし」、つまり不服の訴訟ができない）
という主張を繰り返したが、この判決は司法の判
断が行政当局の主張と同じレベルであること、「権
力へのゴマすり判決」と批判されるゆえんである。
　筆者によれば、この裁判長は「最低賃金と生活
保護の整合性」が挿入された経緯、その含意を全
く理解していない、と言わざるを得ない。労働者
の生計費に中での「生活保護との整合性」がなぜ
挿入されたのかについては、当局の公式文書でも

「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこ
とができるよう」に、「最低賃金は生活保護を下回
らない水準となるように配慮すべきだという趣旨」
と解釈している 22。この裁判は神奈川の最賃を時
給 1000 円以上にすること、計算式が法の趣旨に
沿っているのか、という訴訟である。
　原告にはさまざまな層がいるとしても、その人々
は大元には、就労している賃金水準が低く、ダブ
ルワーク、トリプルワークを余儀なくされ、それ

によって辛うじて生活を維持しつつも、低賃金で
あるが故の長時間労働、過重労働から健康を害す
などの理由で、一部は補完的に生活保護受給を余
儀なくされた人々である。つまり、彼ら、彼女ら
の貧困状態は、現役労働者では非正規職が多く、
正規職でも賃金が著しく低い。その低い水準は現
行地域別最賃の「貧困賃金」に起因している。原
告中の生活保護受給の人々は、安易に公的扶助に
頼るのではなく、働くことへの強い意欲・動機が
ある。それにも拘わらず、労働者に「健康で文化
的な最低限度の生活を保障」すべき最賃があまり
にも低いために、やむなく生活保護を受けてきた、
というのが実態である。この判決は、原因（最賃
の低さ）と結果（生活保護受給）の因果関係を取
り違えている 23。 
　さらに、「個々の国民の健康で文化的な生活は、
種々の施策によって総合的に実現されることが前
提されている」ということについては、「何をかい
わんや」である。憲法第 25 条はすべての国民への
生存権保障（ナショナル・ミニマム保障）を謳っ
ている。「ナショナル・ミニマム保障」について当
局はこの適用を公的扶助＝生活保護制度に限定し
てきた。生存権規定において、それと最賃とを関
連づけたということは、働く労働のミニマム（法
定最低賃金水準）の保障が問題になり、勤労によ
る生存の権利の保障とこれまでの生活保護を関連
させたことであり、最賃決定の一評価要素に生活
保護を位置づけたこととは異なる（当局はこのよ
うな評価をするが、そうであれば、改正最賃法で
わざわざ 9 条 3 項を設定した意義は薄れる）。
　労働者はすでに日常的に就労しているのである。
そのための日々労働能力の発揮のためにそれを再
生産する必要性から、必要経費の確保が不可欠で
ある。また、賃金収入は公租・公課（税・社会保
険料支出）負担によってさまざまな社会保障・社
会的給付の財源になる。横浜地裁判決において最
賃制が「法定の賃金の最低限」という社会的位置
を曖昧にさせ、他の社会的給付と「総合的」に判
断するなどとする主張は、現行の最賃が「貧困最賃」
であることを不問にし、そのために生活保護受給
が必要なことを逆手にとった判決である。
　この判決は労働者の「労働という尊厳」を軽視
し、極端に言えば今後「労働の貧困」には公費を
財源とする公的扶助給付に頼る人々がいくらでも
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増加してもよい、と宣言しているようなものであ
る。だが、この裁判官は生活保護受給指導の実態
にも無知であろう。「水際作戦」と称し、申請時に
働くことを優先させ、窓口から厳格に適用該当者
さえも締め出している生活保護受給のきわめて困
難な現実をも無視しているのだ。
　今回の最賃裁判の主要な論点は、生活保護の水
準というより、極端に低い現在の労働のミニマム

（最賃制）の水準にこそある。
　一国の最低賃金水準のあり方が社会保障水準を
規定するという考えこそが必要であろう。しかも
判決は原告が提起した計算式の問題点に一切立ち
入らない（立ち入らせない）。そのこと自体は、判
決では判断していないが、そこ立ち入らないこと
は、厚生労働省当局の「裁量」だけに委ねる手法

を司法の場が間接的にせよ是認したことを意味す
る。下山房雄氏は「国側の当初からの『門前払い・
裁判即時終結』の要求を容れない訴訟指揮を行い
ながら、４年半・23 回の裁判を重ねてのうえでの
門前払い判決には全く納得できない」「結局、三権
分立が形骸化して行政の優位という形で処理される
現代国家の弊害を擁護する議論としか思えない」24

と断じている。
　原告はこの判決を不服として高裁に控訴してい
る。高裁での判断が注目される。ただし、これま
での経緯からして、当局は最賃における労働者の
生計費の重要性、計算式の問題を無視し、「裁量」
に逃げ込む可能性、司法がそれに追随する可能性、
を軽視できない。原告側の奮闘だけでなく、世論
の喚起、その監視体制も重要である。

　この章では非正規労働者を中心として、そこで
の雇用形態の問題、また賃金水準について世帯の
視点も入れてそこでの非正規雇用を軸とした「貧
困」の実相にアプローチしてきた。同時にその状
況から脱却する手段の有力要因として最低賃金制
の問題を取り上げ、そこでの目的と実態の乖離、
最賃引上げの緩慢さ、増大する膨大な地域格差に
よる若者の流出問題、2007 年最賃法の改正によ
る「最低賃金と生活保護との『整合性』」の計算式、
さらに神奈川県の最賃裁判の不当判決の問題点な
どについて述べてきた。
　ここで、次の西谷敏氏の指摘は最賃裁判判決や
賃金・最賃水準と公的扶助の関係を改めて捉え直
すためにも重要な指摘であろう。
　「いまやワーキング・プアの解消や労働者生活の
安定のために、賃金問題だけに視野を限ることは
できないのである。しかし、社会保障その他の公
的制度がいかに重要であるとしても、就労する労
働者の生活保障を過度に公的制度に依存させるこ
とは適当とは思われない。国家財政が膨大な赤字
を抱えているという現実的な問題だけではない。
賃金というものは、本来それによってはじめて労
働者が生活できるだけの金額でなければならない
という原理的な問題である。また、人は自らの労
働に対して正当な賃金が支払われることによって
はじめて、自分が適正に扱われていると感じ、勤

労の意欲をもつことができる。あまりに低い賃金
は労働に対する侮辱であり、勤労の意欲を喪失さ
せる。生活保護基準以下の賃金をなくすことは、
その意味でも緊急の課題である」25。
　本稿では「貧困」というテーマ設定と紙数の関
係で主として最賃制のみの記述となっているが、
ほかの手段においても非正規雇用の待遇改善を追
求すべきであろう。非正規労働者の「貧困賃金」
の解決法は、非正規の正規化、非正規の組織化に
よる協約最賃の適用、均等待遇、欧米で進行して
いるリビングウエイジ（生活賃金条例）の日本で
の具体化、あるいは社会保障・公共サービスによ
る諸手当や給付のあり方もある。安倍首相が「同
一労働同一賃金」を主張したことを契機にこの問
題が運動の側で注目されているが、これらを含め
た総合的分析、検討は他日を期したいが、個人的
には日本の現状では非正規・女性の低賃金の解決
には、最賃制の抜本改革の方が適用対象の広範囲
さ、賃金水準の引き上げの影響度において、はる
かに有効だと思っている。
　最賃制をめぐる運動の側面では、日本における
国民的最低限保障（ナショナル・ミニマム保障）
の意義がまだ十分浸透していない。当局がいう最
賃を地域（県段階）での労働市場の価格というレ
ベルや認識ではナショナル・ミニマム最賃制の発
想は出てこない。多くの諸外国がなぜ全国一律制

むすび むすび ――非正規雇用の雇用条件・待遇の抜本的改革をめざして――非正規雇用の雇用条件・待遇の抜本的改革をめざして
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を選択してきたか、についての認識を深める必要
がある。その中で全労連が全国一律最賃制確立の
署名に取り組み、若者の運動による現状打開の取
り組み（時給 1500 円要求）なども登場している。
全国一律最賃制時給 1000 円以上は当面の達成目

標ではあるが、この程度では労働者は現実には生
活できない。春闘における賃金闘争の強化ととも
に、まずどの地域でも当面時給 1000 円以上の達成、
さらに時給 1500 円をめざし、今後労働者・市民
との連携による現状打破が期待される情勢である。
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